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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 10月 11日 (2006.10.11)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 医 用 画 像 撮 像 装 置 に よ り 得 た 複 数 枚 の 断 層 画 像 で あ る 同 一 受 診 者 の 当 日 撮 影 胸 部 画 像 （
現 在 画 像 ） と 過 去 撮 影 胸 部 画 像 （ 過 去 画 像 ） を 読 み 込 み 、 そ の 両 画 像 を 同 時 に 画 像 表 示 手
段 に 表 示 す る 画 像 診 断 支 援 装 置 に お い て 、
　 現 在 画 像 及 び 過 去 画 像 か ら 気 管 及 び 気 管 支 を 抽 出 す る 抽 出 手 段 と 、
　 前 記 抽 出 手 段 に よ っ て 抽 出 さ れ た 気 管 気 管 支 分 岐 部 を

そ れ ぞ れ 判 別 す る 気 管 支 分 岐 部 判 別 手 段 と 、
　 前 記 気 管 支 分 岐 部 判 別 手 段 に よ っ て そ れ ぞ れ 判 別 し た 気 管 支 分 岐 部 に 対 応 す る 現 在 画 像
と 過 去 画 像 と を 基 準 に し て 、 体 軸 方 向 の 同 一 位 置 に お け る 現 在 画 像 と 過 去 画 像 と を 前 記 画
像 表 示 手 段 に 表 示 さ せ る 画 像 位 置 合 わ せ 手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 画 像 診 断 支 援 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　

こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ に 記 載 の 画 像 診 断 支 援 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　

こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の
画 像 診 断 支 援 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７

の 前 記 現 在 画 像 及 び 過 去 画 像 に つ
い て

前 記 画 像 位 置 合 わ せ 手 段 は 、 前 記 気 管 支 分 岐 部 判 別 手 段 に よ っ て そ れ ぞ れ 判 別 し た 気 管
支 分 岐 部 に 対 応 す る 現 在 画 像 と 過 去 画 像 と の 対 軸 方 向 の 位 置 ず れ 、 及 び 現 在 画 像 と 過 去 画
像 と の 各 画 像 内 の 気 管 又 は 気 管 支 の 位 置 ず れ を 求 め 、 前 記 各 位 置 ず れ に 基 づ い て 前 記 画 像
表 示 手 段 に 表 示 さ せ る 現 在 画 像 と 過 去 画 像 の 体 軸 方 向 の 位 置 を 一 致 さ せ る と と も に 、 前 記
画 像 表 示 手 段 の 各 表 示 領 域 内 に お け る 両 画 像 の 位 置 を 一 致 さ せ る

前 記 画 像 位 置 合 わ せ 手 段 は 、 前 記 前 記 気 管 支 分 岐 部 判 別 手 段 に よ っ て そ れ ぞ れ 判 別 し た
気 管 支 第 １ 分 岐 部 の 重 心 位 置 、 前 記 前 記 気 管 支 分 岐 部 判 別 手 段 に よ っ て そ れ ぞ れ 判 別 し た
気 管 支 第 ２ 分 岐 部 の 重 心 位 置 及 び 前 記 現 在 画 像 及 び 過 去 画 像 に そ れ ぞ れ 含 ま れ る 解 剖 学 的
な 特 徴 を 示 す 位 置 の な か か ら 抽 出 さ れ た 三 次 元 空 間 上 の ３ 点 に 対 応 す る 現 在 画 像 と 過 去 画
像 と の 三 次 元 的 な 位 置 ず れ を 求 め 、 前 記 位 置 ず れ に 基 づ い て 前 記 画 像 表 示 手 段 に 表 示 さ せ
る 現 在 画 像 と 過 去 画 像 の 三 次 元 的 な 位 置 を 一 致 さ せ る



【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 前 記 目 的 を 達 成 す る た め に 請 求 項 １ に 係 る 発 明 は 、 医 用 画 像 撮 像 装 置 に よ り 得 た 複 数 枚
の 断 層 画 像 で あ る 同 一 受 診 者 の 当 日 撮 影 胸 部 画 像 （ 現 在 画 像 ） と 過 去 撮 影 胸 部 画 像 （ 過 去
画 像 ） を 読 み 込 み 、 そ の 両 画 像 を 同 時 に 画 像 表 示 手 段 に 表 示 す る 画 像 診 断 支 援 装 置 に お い
て 、 現 在 画 像 及 び 過 去 画 像 か ら 気 管 及 び 気 管 支 を 抽 出 す る 抽 出 手 段 と 、 前 記 抽 出 手 段 に よ
っ て 抽 出 さ れ た 気 管 か ら 最 初 に 分 岐 す る 気 管 支 分 岐 部 を

そ れ ぞ れ 判 別 す る 気 管 支 分 岐 部 判 別 手 段 と 、 前 記 気 管 支 分 岐 部 判 別 手 段 に よ っ て そ れ ぞ
れ 判 別 し た 気 管 支 分 岐 部 に 対 応 す る 現 在 画 像 と 過 去 画 像 と を 基 準 に し て 、 体 軸 方 向 の 同 一
位 置 に お け る 現 在 画 像 と 過 去 画 像 と を 前 記 画 像 表 示 手 段 に 表 示 さ せ る 画 像 位 置 合 わ せ 手 段
と 、 を 備 え た こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 診 断 支 援 装 置 に お い て 、 前 記 抽 出 手 段 は 、 現 在 画 像 又 は 過
去 画 像 に 対 し て 空 気 領 域 を 抽 出 す る た め の 閾 値 に よ っ て 二 値 化 処 理 を 行 い 、 二 値 化 処 理 に
よ っ て 抽 出 し た 領 域 の 大 き さ 、 形 状 、 及 び 個 数 か ら 気 管 及 び 気 管 支 を 決 定 す る こ と を 特 徴
と し て い る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 診 断 支 援 装 置 に お い て 、 前 記 気 管 支 分 岐 部 判 別 手 段 は 、 複
数 枚 の 現 在 画 像 及 び 過 去 画 像 に 対 し て 前 記 抽 出 手 段 に よ り 頭 部 側 か ら 脚 部 側 に 向 か っ て 順
次 気 管 の 抽 出 を 行 わ せ 、 該 抽 出 さ れ た 気 管 が 最 初 に 分 岐 す る 分 岐 部 を 気 管 支 分 岐 部 と し て
判 別 す る こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 診 断 支 援 装 置 に お い て 、 前 記 画 像 位 置 合
わ せ 手 段 は 、 前 記 気 管 支 分 岐 部 判 別 手 段 に よ っ て そ れ ぞ れ 判 別 し た 気 管 支 分 岐 部 に 対 応 す
る 現 在 画 像 と 過 去 画 像 と の 対 軸 方 向 の 位 置 ず れ 、 及 び 現 在 画 像 と 過 去 画 像 と の 各 画 像 内 の
気 管 又 は 気 管 支 の 位 置 ず れ を 求 め 、 前 記 各 位 置 ず れ に 基 づ い て 前 記 画 像 表 示 手 段 に 表 示 さ
せ る 現 在 画 像 と 過 去 画 像 の 体 軸 方 向 の 位 置 を 一 致 さ せ る と と も に 、 前 記 画 像 表 示 手 段 の 各
表 示 領 域 内 に お け る 両 画 像 の 位 置 を 一 致 さ せ る こ と を 特 徴 と し て い る 。
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前 記 現 在 画 像 及 び 過 去 画 像 に つ い
て

ま た 、

ま た 、

請 求 項 ２ に 示 す よ う に 、
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